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真の「子ども真ん中社会」を我々の手で実現しよう 

 

 岸田総理が打ち出した「異次元の少子化対策」の方針に基づく、子ども子育て

支援法の審議が参議院内閣委員会で始まり、私も質問に立ちました。 

法案のベースである「子ども未来戦略」には、少子化対策の一つとして若い世

代の所得を増やすために「同一労働同一賃金の徹底と必要な制度の見直し」「正

規化を含め雇用の安定と質の向上を通じた雇用不安の払拭に向けた実効性ある

取り組み」の検討を進めるとあります。民間の労働者には労働契約法などの法制

度があり、対応できるものの、これらは公務職場には適用されないため、「公務

職場は対象外と置き去りにするのか」「総務省に検討するよう指導すべきではな

いか」と質しましたが、加藤こども政策担当大臣は「関係省庁と連携し、若い世

代の所得向上にしっかり取り組む」と答えるのが精一杯でした。 

 また放課後児童クラブの支援員等の処遇改善に関連し、「放課後児童対策パッ

ケージ」等にある「支援員の常勤配置の改善」の具体的内容、補助員・周辺業務

に従事する職員を正規職員により配置することへの見解等について質しました。

加藤大臣は、支援員が常勤で勤務することは支援の質の向上につながると認め

た上で、常勤職員の配置は実施主体の市町村の判断としつつも加速化プランに

よる支援取組を活用した配置が進むよう支援していくと答弁しました。 

 総理肝いりとされた割には、実質負担増となる支援金制度のあり方も含め、不

十分な内容であり、この法案では子ども真ん中社会は実現しません。政権を代え、

真の子ども真ん中社会を我々の手で実現しましょう。 
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